
◎
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す

る
法
律

（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
法
律
第
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
三
月
一
九
日
・
衆
議
院
農
林
水
産
委

員
会

）

○
若
林
国
務
大
臣

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要
な
内
容
を
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

政
府
に
お
い
て
は
、
制
度
導
入
以
来
六
年
が
経
過
し
た
独
立
行
政
法
人

に
つ
い
て
、
国
民
生
活
の
安
定
及
び
社
会
経
済
の
健
全
な
発
展
の
た
め
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
し
つ
つ
、
無
駄
を
徹
底
し
て
排
除
す
る
よ
う
取
り

組
ん
で
い
く
観
点
か
ら
、
平
成
十
九
年
十
二
月
に
独
立
行
政
法
人
整
理
合

理
化
計
画
を
閣
議
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
同
計
画
に
お
い
て
、
緑
資
源
機
構
を
平
成
十
九
年
度

限
り
で
廃
止
す
る
こ
と
等
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
独
立
行
政
法
人

緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
し
て
緑
資
源
機
構
を
解
散
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

業
務
の
一
部
を
森
林
総
合
研
究
所
に
承
継
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
主
要
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

第
一
に
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

第
二
に
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま

す
。独

立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
の
廃
止
に
伴
い
、
緑
資
源
機
構
が
行
っ

て
い
た
業
務
の
う
ち
、
水
源
林
の
造
成
の
事
業
、
既
に
着
手
さ
れ
て
い
る

中
山
間
地
域
に
お
け
る
農
林
地
の
一
体
的
な
整
備
の
事
業
等
を
森
林
総
合

研
究
所
が
暫
定
的
な
業
務
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
た
め
に
必

要
と
な
る
業
務
規
定
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
ほ
か
、
緑
資
源
機
構
の
解
散
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
主
要
な
内
容
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
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二
、
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
）

○
宮
腰
光
寛
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
農
林
水
産
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
つ
い
て

申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
独
立
行
政
法
人
整
理
合
理
化
計
画
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法

人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
し
て
、
平
成
十
九
年
度
限
り
で
緑
資
源
機
構
を

解
散
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
業
務
の
一
部
を
森
林
総
合
研
究
所
に
承
継
さ

せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
月
十
九
日
若
林
農
林
水
産
大
臣
か
ら
提

案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
昨
二
十
四
日
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
質
疑
終

局
後
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
三
月
二
四
日
）

簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す

る
法
律
第
二
十
八
条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
地

球
温
暖
化
対
策
と
し
て
の
森
林
整
備
（
水
源
林
造
成
等
を
含
む
）、
民
有

林
の
保
全
・
整
備
に
伴
う
作
業
道
整
備
、
林
産
業
を
中
心
と
し
た
農
山
村

活
性
化
等
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
は
、
国
自

ら
一
般
会
計
に
お
い
て
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
及
び
そ
の
実
施
時
期
を
前

倒
し
し
な
い
こ
と
も
含
め
、
山
村
全
体
へ
の
対
応
な
ど
幅
広
い
観
点
か

ら
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。

な
お
、
緑
資
源
幹
線
林
道
事
業（
旧
大
規
模
林
道
事
業
）に
つ
い
て
は
、

廃
止
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

三
、
参
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
）

○
郡
司
彰
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
独
立
行
政
法
人
の
整
理
合
理
化
を
推
進
す
る
た
め
、
昨

年
十
二
月
に
閣
議
決
定
し
た
独
立
行
政
法
人
整
理
合
理
化
計
画
に
基
づ

き
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
に
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止

し
て
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
を
解
散
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
業
務
の

一
部
を
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林

水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
に
承
継
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律

一
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委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
緑
資
源
機
構
官
製
談
合
に
係
る
林
野
庁
の

監
督
責
任
と
再
発
防
止
に
向
け
た
取
組
、
同
機
構
廃
止
の
理
由
、
同
機
構

廃
止
後
の
事
業
の
在
り
方
と
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
見
直
し
と
の
関

係
、
今
後
の
同
機
構
の
職
員
の
処
遇
方
針
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
）

簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す

る
法
律
第
二
十
八
条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
地

球
温
暖
化
対
策
と
し
て
の
森
林
整
備
（
水
源
林
造
成
等
を
含
む
）、
民
有

林
の
保
全
・
整
備
に
伴
う
作
業
道
整
備
、
林
産
業
を
中
心
と
し
た
農
山
村

活
性
化
等
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
は
、
国
自

ら
一
般
会
計
に
お
い
て
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
及
び
そ
の
実
施
時
期
を
前

倒
し
し
な
い
こ
と
も
含
め
、幅
広
い
観
点
か
ら
、慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
。

ま
た
、
山
村
の
過
疎
化
等
に
よ
り
森
林
整
備
が
遅
れ
て
い
る
地
域
に
つ

い
て
は
、
一
般
会
計
に
お
い
て
路
網
整
備
を
含
め
た
森
林
整
備
や
山
村
の

定
住
条
件
の
整
備
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
策
を
検
討
す

る
こ
と
。

な
お
、
緑
資
源
幹
線
林
道
事
業（
旧
大
規
模
林
道
事
業
）に
つ
い
て
は
、

廃
止
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
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